
令和４年度

4/16
 ～

5/21

5/22
～

1/13

1/14
～

2/28

4/12
～

4/24

4/25
～

6/20

6/21
～

7/11

7/12
～
8/1

8/2
～

8/19

8/20
～

9/30

10/1
～

1/26

1/27
～

3/21

・・・緊急事態宣言発出期間 ・・・まん延防止等重点措置適用期間

※国が京都府に対して緊急事態宣言を発出していた期間・まん延防止等重点措置を適用していた期間と、京都府が措置を講じていた期間は異なる場合があります。

　詳細は下記の　＜これまでの対策＞　からご確認ください。

京都府を区域とした緊急事態宣言発出期間・まん延防止等重点措置適用期間
令和３年度

3/22
～

令和２年度

3/1
～

4/11


